
様式９（添付１－３） 

令和３年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【 愛知県教育委員会 　】    

令和３年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

【外国人生徒等教育支援員設置事業（県教育委員会の取組）】 

※Ｃのうち１校には小型通訳機を配備。

【日本語指導モデル校における取組】 

A全日制課程 10校（外国人生徒等選抜実施校） 

B定時制課程 26 校（募集停止の学校を除く全校） 

C全日制課程 14校（外国人生徒等選抜実施校以外） 外国人生徒教育支援員の配置 

外国人生徒等教育支援員の配置 

小型通訳機の配備 
特別支援学校 22 校 

【外部の専門機関との連携】 日本語指導モデル校 
学習支援と生活支援の充実、成果の普及を目指す 

支援が必要な生徒 

・増加傾向

・多言語化

・能力さまざま

・要保護者支援

・授業中の通訳
・教材の翻訳
・保護者会の通訳 など

近隣大学リソースルーム 
教員志望の学生、日本語教育 
を志す学生が指導 

・授業後の個別学習の支援
授業の復習
日本語学習 日本語での支援 

地域の国際交流協会 
  地域のボランティアが協力 

・日本語テストの提供
・日本語教室での指導 日本語での支援 

外国人生徒教育支援員の配置 

小型通訳機の配備 県
教
育
委
員
会

○

外国人生徒等教育支援員設置事業（県事業） 

○外国人生徒教育支援員
（母語話者、資格不要）
ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、 
ベトナム語、中国語、英語 等 

○小型通訳機

母語での支援 



２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

  ・令和３年10月27日（水）に県立高等学校外国人生徒支援担当教員連絡協議会を開催 

 

（２）学校における指導体制の構築 

  ・県立高等学校外国人生徒支援担当教員連絡協議会を契機とした指導体制の構築・改善 

 

（４）成果の普及 

①県立高等学校外国人生徒支援担当教員連絡協議会での情報共有 

②教頭会の定時制通信制部会での情報共有 

③小型通訳機の効果的な活用事例の周知 

④「あいち外国人材適正受入れ・共生推進協議会」日本語学習・日本語教育ワーキンググループでの

報    告 

 

（8）高校生等に対する包括的な教育・支援 

①高等学校等における日本語指導・教科指導の実施 

（1）校内における日本語能力テストの実施 

（2）授業支援 

（3）授業後の個別支援 

（4）日本語教室の実施 

②高等学校等に対するキャリア教育や進路指導の充実 

③その他、高校生等に対する教育・支援に資する取組 

(1)外国人生徒等教育支援員の配置 

(2)小型通訳機の配備(補助対象) 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（４）成果の普及 

・先進事例や取組の成果を各校が共有することによって、それぞれの学校の外国人生徒支援に対する

意識が高まり、より効果的な支援につなげることができた。 

・外国人生徒支援に係る情報や成果をどのようなかたちで共有するのがよいのか、今後も検討していく。 

 

（8）高校生等に対する包括的な教育・支援 

・日本語指導モデル校においては、日本語教室に毎回10～20名程度が参加した。 

・外国人生徒等選抜で入学した生徒を対象に学校設定科目「日本語」を開講した学校では、当該の生

徒全員が進級することができた。 

・就労アドバイザーを配置して就職支援を行った。 

・外国人生徒教育支援員を45校に述べ126人配置して、790人の生徒を支援した。 

・外国人生徒の増加とともに言語の多様化が進んでおり、いかにして支援員を確保するか、教育活動の

中に日本語指導をどのように位置づけるかが課題である。 

 

本事業で対応した幼児・児童
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４．その他（今後の取組予定等） 

・令和４年度は、県立高等学校に17,205時間分、県立特別支援学校に1,427時間分の予算を確保し、必

要な学校に外国人生徒教育支援員を配置して外国人生徒への支援を行う（令和３年度は県立高等学

校17,205時間分、県立特別支援学校は1,327時間分）。 

・令和４年度は、高等学校５校を日本語指導モデル校とし、日本語教師の資格をもった支援員が日本語

指導を行う。 

・令和４年度は、県立高校に37台、県立特別支援学校に15台の小型通訳機を配備する（令和３年度は

県立高校37台、県立特別支援学校17台）。 

・連絡協議会や教頭会等で外国人生徒支援に係る情報を周知・共有する機会を設定し、成果の普及を

図る。 

 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵

と併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


